
 
 

                                  

公   示 

 
 
 経営所得安定対策における麦の品質評価主体の方法について（平成 19 年５月 15 日

付け 19 総食第 133 号）第６の３規定に基づき、農産局長から通知があったので、同通

知第６の４に基づき公示する。 

 

 

 
令和８年４月９日 

 
 

九州農政局長 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






